
労務管理とハラスメント防止セミナー
知らなかったはNG！

● 経営者・管理者

● 人事労務部門の管理者・担当者

など

こんな方にオススメ 講師

日   時

場   所

定   員

参加氏名

住    所

連 絡 先

会員区分

事業所名

E-mail

受講料

申込方法

令和6年8月6日（火） 13：30〜15：30 （受付13：00〜）

中小企業振興会館(那覇商工会議所内) 2Fホール

50名（先着順）※定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。

会員無料 非会員その他：1,100円税込※当日、現金支払となります。

FAX  【FAX申込書】ご記入いただき送信ください。 WEB  
下記QRコードから

お申し込み下さい。
【FAX申込書】　098-866-5728

社会保険労務士

堀下 和紀 氏
慶應義塾大学卒業。
社会保険労務士法人堀下&
パートナーズ代表社員。
著書「労務管理は負け裁判
に学べ」他14冊。

那覇商工会議所 中小企業相談部　TEL(098)868-3759 前里お問い合わせ先

 1.労基署の役割と権限

 2.法令遵守の重要性

 3.頻繁に見られる違反事例

 4.雇用期間と労働条件の重要性

 5.労働時間と休息のルール

 6.賃金と手当の取り決め

 7.健康・安全への配慮

 8.法的な調査・立入検査への対応策

 1.パワハラの定義と6類型、出現度合い

 2.セクハラの定義と2類型（対価型・環境型）

 3.会社の使用責任・安全配慮義務・損害賠償責任は？

 4.カスハラとは？

 5.沖縄県で実際に起きたハラスメントの実例

 6.｢ハラスメントは許しません宣言｣やろう！

 7.【実習】パワハラ予備軍のチェックリストやろう

 8.【実習】セクハラ予備軍のチェックリストやろう

第一部 労基署に狙われるポイント 第二部 パワハラ・セクハラ・カスハラ

会員　・　非会員

那覇商工会議所 主催


